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館山市放課後児童健全育成事業業務委託仕様書 

 

 館山市放課後児童健全育成事業（以下「事業」という。）の業務を委託するための仕様につい

て，以下のとおり定める。 

 

1．件  名  館山市放課後児童健全育成事業業務委託 

 

2．契約期間  契約締結日の翌日から令和９年３月３１日まで 

※契約締結日の翌日から令和６年３月３１日までは，準備期間とし，委託料

の支払いは行わない。 

 

3．履行期間  令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

4．履行場所  館山市（以下「市」という。）が設置する次の放課後児童クラブとする。 

名 称 位 置 

船形学童クラブ 館山市船形 405番地の 2 

那古学童クラブ 館山市那古 325番地 

北条学童クラブ 館山市北条 456番地 

館山学童クラブ 館山市館山 317番地 

豊房学童クラブ 館山市大戸 255番地 

館野学童クラブ 館山市山本 1028番地 

九重学童クラブ 館山市安東   3番地 

※なお，長期休業期間や施設の整備が完了するまでの間は別の場所で実施することができる。 

 

5．委託業務（放課後児童健全育成事業の運営管理業務全般） 

厚生労働省の「放課後児童健全育成事業」に関する運営管理業務を委託する。なお，業務

内容の基準は本仕様書によるものとする。 

 

6．運営に関する基本的な事項 

事業の運営にあたっては，次に掲げる事項に沿って適正に行うこと。 

(1) 事業の目的を十分に理解し，児童の健全育成や安全の確保を図るとともに，子育て家庭の

保護者が安心して働ける環境づくりに資するよう運営を行うこと。 

(2) 利用者の心情に配慮し，きめ細かいサービスの提供に努めること。 

(3) 利用者の公平利用を確保し，公平・公正な運営を行うこと。 

(4) 市，学校，地域との連携を図り，適切に運営すること。 

(5) 効率的な運営を行い，経費の節減を図ること。 
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7．法令等の遵守 

事業の運営にあたっては，本仕様書のほか，放課後児童健全育成事業に係る関係法令等を

遵守しなければならない。特に，次の法令等に留意すること。 

① 児童福祉法（昭和 22年法律第 164号） 

② 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和 23年厚生省令第 63号） 

③ 館山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 26年館

山市条例第 18号） 

④ 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準について（26雇児発第 0530第１号） 

※ 契約期間中に法令の改正又は関係通知等があった場合においては，その対応方針及び対応

時期について，市と協議して決定するものとする。 

 

8．対象及び定員 

(1) 対象となる児童 

市内の小学校に就学しており，保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校１年生から

６年生までの者のうち，市が入所を許可した児童とする。ただし，市長が特に必要と認めた

場合はこの限りでない。 

(2) 放課後児童クラブの定員 

  放課後児童クラブの定員は，次の表に定める人数とする。ただし，市との協議により，こ

の定員を一日当たりの受入可能人数として運用することができる。 

名 称 定 員 

船形学童クラブ ３０人 

那古学童クラブ ５５人 

北条学童クラブ 

第１ ６０人 

第２ ７０人 

第３ ３５人 

館山学童クラブ ７０人 

豊房学童クラブ ３０人 

館野学童クラブ ３５人 

九重学童クラブ ２０人 

※「北条学童クラブ第３」の開設期間は夏季休業期間に限る。 

※長期休業期間中に使用する教室等を変更する場合は，別に定める定員とする。 
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9．開所日及び開所時間 

(1) 開所日 

次に掲げる日を除く月曜日から金曜日および学童クラブごとに定める月１回の土曜日を開

所とする。ただし，市が必要と認めたときはこの限りではない。 

① 国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定する休日 

② １２月２９日から翌年１月３日までの日 

(2) 開所時間 

開所時間は，次のとおりとする。ただし，気象警報が発表された場合，その他特に認めた

ときは，開所時間を変更することがある。 

① 平日は授業終了後から午後６時００分 

ただし，保育時間延長希望者がいる場合，午後６時３０分まで開所することができる。 

② 学校の休業日(長期休業日含む)は，午前８時から午後６時００分 

ただし，保育時間延長希望者がいる場合午前７時３０分から午後６時３０分まで開所す

ることができる。 

 

10．受託者が行う業務内容 

業務の範囲は次のとおりとする。なお，業務の執行は受託者が自ら行うことを原則とする

が，部分的な業務については，市の承諾を得て専門の事業者に委託できるものとする。 

(1) 児童の健全な保育に関する業務 

① 児童の健康管理 

児童の健康状態については，学校・保護者との連携により日常的に把握し，異常が認め

られる場合は，保護者への連絡など状況に応じた適切な対応を行うこと。 

② 安全確保 

事故の未然防止に努めるとともに，怪我をした場合の応急処置や医療機関への連絡体制

などを整えること。また，火災，地震，不審者の侵入など緊急時の対応については，安全

計画の策定及びマニュアル等を整備し，避難訓練の実施（年２回以上），学校，警察等との

連携，安全対策物品の常備など，児童の安全確保に努めること。 

③ 入所児童の生活指導，遊び等の指導，情緒の安定を図る指導の実施 

集団での生活や遊びを通じて児童の情緒の安定を図り，自主性，社会性を培う指導を行

うこと。 

(2) 事業の運営及び施設管理に関する業務 

① 出欠席簿や保育日誌の作成 

児童の出欠状況を把握するとともに，保育日誌により日々の業務内容を記録し，支援員

間の引継ぎを円滑に行うこと。 

② 年間・月間指導計画，勤務表の作成 

年間指導計画は，年間目標，行事予定，開所日（休所日）を記載すること。また，月間

指導計画は，月間目標，開所日（休所日，行事）予定を記載すること。勤務表は，適切な

人員配置を行い作成すること。 
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③ おやつの購入及び準備 

アレルギー体質の児童に対して，保護者と事前に相談し十分な対策を講じること。 

④ 入退室管理システムの利活用について 

児童の安全確保及び業務効率化を図るため、各学童クラブに配置している入退室システ 

ムを適正に運用管理すること。 

   ※当システムについては、26.入退室管理システムを参照。 

 ⑤施設，設備，備品の管理と環境整備 

日常的に施設，設備の点検を実施し，安全対策や，危険箇所の事前把握，防犯対策安全

管理を徹底すること。また，入退室管理システムをはじめとする貸与備品の適正管理を行

い，日ごろから施設内の清掃を行い，適正な環境整備を心掛けること。 

(3) 利用者対応に関する業務 

① 利用者への説明会の実施 

事業の運営を円滑に行うことができるよう，利用予定の保護者を対象に利用者説明会を

実施すること。 

② 保護者との連携及び協力 

運営においては保護者との連携・協力を密に行うこと。 

(4) 放課後子ども教室との連携 

受託者は，市が行う放課後子ども教室との連携を図り，放課後子ども総合プランとして一

体化運営に積極的に協力すること。 

(5) 国の示す放課後児童健全育成事業実施要綱２（１３）放課後児童支援員等処遇改善事業（月

額９，０００円相当賃金改善）を実施すること。 

(6) その他，事業の運営に必要な業務 

前項までに掲げる事項以外に，事業の適正な管理及び運営上必要な業務があるときは，市

と協議の上，実施すること。 

(7) 書式の整備と適正な管理 

受託者は，次に掲げる書式を整備し，適正な管理を行うこと。 

① 児童台帳 

② 児童出欠席簿 

③ 支援員の出勤簿 

④ 保育日誌 
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11．職員体制 

受託者は，事業の運営にあたり次に掲げる統括支援員，主任支援員及び支援員（以下，「支

援員等」という。），補助員を配置し，支援の体制を整えること。 

(1) 統括支援員 

  統括支援員は，放課後児童クラブの運営管理の経験及び支援員への指導等の経験を有する

者，あるいは左記に相当する経験を有する者を１名配置すること。なお，市及び学校との連

絡調整を行い，主任支援員へ指示を行うなど運営に支障がないように努めること。 

(2) 主任支援員 

  主任支援員は，各学童クラブの運営責任者として，学校等との連絡調整を行う者を１名配

置すること。 

(3) 支援員 

主任支援員を補佐し，児童の監督，遊び，読み聞かせなど直接的な保育支援を行う支援員 

を支援の単位ごとに次のとおり配置することを基本とする。 

① 児童数が１９人までの場合は，１人以上 

② 児童数が２０人から３９人の場合は，２人以上 

③ 児童数が４０人から３人以上とし，児童が１０人増えるごとに支援員を１人ずつ増員する。 

開所時間内においては，上記の支援員等のうち１人以上は，館山市放課後児童健全育成事

業の設備及び運営に関する基準を定める条例第１０条第３項に規定する者※であること。 

※職員の研修計画を定めたうえで、放課後児童支援員としての業務に従事することになっ

てから２年以内に、都道府県知事が行う研修を修了することを予定している者を含む。「放

課後児童健全育成事業要綱 （令和５年４月１２日こ成環発第５号こども家庭庁成育局長通

知）」に準ずる。 

 

(4) 支援員の加配 

障がい児等特別な支援を必要とする児童に対応する必要がある場合やその他特別な事由

がある場合は，市と協議の上支援員を加配する等，速やかに受入れの体制を整えること。   

また、特別な配慮が必要な児童に対する加配以外の対応についても積極的に取り組むこ

と。 

 

(5) 運営管理責任者 

児童の育成に関する業務を主として従事する支援員及び補助員のほか，受託した学童保

育所全体を統括する統括支援員とともに，以下に掲げる業務を主として従事する運営管理

責任者を１名以上配置すること。 

運営管理責任者については，支援員の経験を有し，過去に，地方公共団体からの放課後

児童健全育成事業（放課後児童クラブ運営業務）に関する業務を受託した際に，その運営

管理業務に従事した経験があるものが望ましい。 

・各学童クラブの巡回 

・市及び学校との連絡調整 
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・各学童クラブ運営の指導・監督 

・職員からの相談，人事労務管理 

・利用者からの苦情対応，職員に対する助言 など 

(6) 専門職員 

特別支援及び配慮が必要な児童に対する支援方法等に関する専門職員を選任すること。

専門職員は，支援学校（学級）や福祉施設での勤務経験を持ち，発達支援等の児童に関す

る特別な知識を有し，放課後児童クラブでの勤務経験があるものが望ましい。なお，専門

職員は研修計画を作成し，支援員等への研修を年２回以上実施すること。 

 

12．職員の資格等 

(1) 統括支援員・主任支援員・支援員 

館山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第１０条第３

項各号のいずれかに該当する者であって，都道府県知事が行う研修を修了した者※とする。 

※職員の研修計画を定めたうえで、放課後児童支援員としての業務に従事することになっ

てから２年以内に、都道府県知事が行う研修を修了することを予定している者を含む。「放

課後児童健全育成事業要綱 （令和５年４月１２日こ成環発第５号こども家庭庁成育局長通

知）」に準ずる。 

 

(2) 補助員 

支援員が行う支援について支援員を補助する者をいう。 

児童の保育に知識や経験を持つ者。子育て経験者や教育に関わる学生，子育て支援に意

欲がある者とする。 

 

13．選任の報告 

事業の運営を開始しようとするときは，担当する支援員等について，別に定める届出書に

必要書類を添付した上で，市に提出すること。なお，支援員等に変更があった場合も同様と

する。 

届出書の種類 添付書類 提出期限 

統括支援員等指定（変更）届 

（含む主任支援員に関する届） 

履歴書の写し 

資格を証する書類の写し 

履行開始の１か月前 

支援員指定（変更）届 履歴書の写し 履行開始の２週間前 
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14．支援員等の研修 

支援員等は児童の成長段階に見合った適切な働きかけを行うため資質の向上に努めること。 

(1) 受託者は，児童の発達や特性に関する研修など支援員等の専門性の向上を目的とした研修

を実施すること。 

(2) 支援員等は，千葉県知事等が主催する研修に積極的に参加すること。 

(3) 支援員等は，児童の自主性，社会性及び創造性を高める遊びの指導等自己の研鑽に努める

こと。 

 

15．労働安全衛生 

(1) 安全衛生 

   受託者は，支援員等の安全衛生の確保及び改善を図り，快適な職場の形成に努めること。 

(2) 健康診断 

  受託者は，支援員等に年１回健康診断を受診させること。 

 

16．事故発生時の対応 

(1) 事故等が発生したときは，直ちに適切な措置を講じるとともに，その内容等を速やかに市

に報告すること。 

(2) 事故等の発生に対し，速やかに事故の原因等を究明し，今後の対応策と併せて市に報告す

ること。 

 

17．業務又は費用の分担区分 

 (1) 業務の分担区分は，別表１のとおりとする。 

(2) 人件費以外の費用分担は，別表２のとおりとする。 

 

18．利用教室等の規模及び貸付備品 

(1) 利用教室等の規模 

     事業の運営にあたっては，専用施設の他，各学校の余裕教室，特別教室または体育館等を

利用して実施するものとし，その利用教室等の規模は別表３のとおりとする。 

(2) 貸付備品 

    市は，受託者に対し本委託事業遂行上必要な備品を無償で貸与し，受託者は善良な管理者

の注意をもって使用するものとする。 

 

19．保険等の加入 

(1) 通常の保育活動に際して発生する児童の負傷等に対応するため，受託者は普通傷害保険に

加入すること。 

(2) 保育業務に起因して，児童等に損害を与え，法律上の損害賠償責任を負う場合の補償のた

め，受託者は賠償責任保険に加入すること。 

 



8 

 

 ※補償内容の最低基準 

 

20．損害賠償 

次に掲げる事項に該当し，その結果，市に損害を与えたときは，受託者は市に損害を賠償

しなければならない。 

(1) 故意又は瑕疵により，児童や保護者等に怪我を負わせたとき。 

(2) 故意又は瑕疵により，設備備品等を損壊，紛失又は遺棄したとき。 

 

21．業務委託料の支払 

(1) 委託料の支払いは月払いとし，１回の支払額は委託料総額（年額）を１２回で均等に分割

した額を履行の翌月に受託者からの請求により支払うものとする。なお，分割した際に千

円未満の端数が生じた場合は，端数を切り捨てるものとし，切り捨てた額の合計を毎年度

最終支払月に加えて支払うものとする。 

(2) 市は，請求書を受理した日から３０日以内に委託料を支払うものとする。 

 

22.各種報告書等の提出 

(1) 委託契約後，履行期間開始の２週間前までに契約期間内の年間事業実施計画書を提出する

こと。 

(2) 委託契約後，統括支援員及び主任支援員については履行期間開始の１か月前までに，その

他の職員については履行期間開始の２週間前までに職員名簿，職員履歴書（写し可）を提

出すること。変更及び一時的な交替・増員等の場合も同様とする。 

(3) 館山市放課後児童健全育成事業安全管理マニュアルを委託契約後，速やかに作成し，提出

すること。 

(4) 毎月の職員勤務計画書を前月末日までに提出すること。 

(5) 毎月の事業終了後，事業実施報告書を翌月１０日までに，職員勤務報告書を翌月２５日ま

死亡・後遺障害保険金 施設管理下及び通館途中 ２００万円 

傷害保険金 

入院保険金 日額１，５００円 

通院保険金 日額１，０００円 

手術保険金 

① 入院中に受けた手術の場合 

[入院保険金日額]×１０ 

② ①以外の手術の場合 

 [入院保険金日額]×５ 

療養保険金 ３０日以上の療養 ２万円 

賠償保険金 

第三者の身体に損害を与えたとき 
１名につき最高２，０００万円 

１事故につき最高１億円 

第三者の財物に損害を与えたとき １事故につき最高２００万円 

自己負担額 
身体・財物ごとに１事故につき１，０００

円 
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でに提出すること。 

(6) 非常災害等で事業が運営できない時などの事態が発生又は予想される時には，ただちにそ

の状況を市に報告すること。 

(7) 年度ごとに一年間の事業実績報告書を作成し，４月末までに提出すること。 

(8) 年度ごとに収支報告書を作成し速やかに提出すること。なお，国・県補助金に係る対象経

費を区分して報告するものとする。 

(9) 委託契約満了日以降，速やかに業務完了報告書並びに委託料の経理状況を明らかにした帳

簿等の写しを提出すること。 

 

23．状況報告及び現地検査 

市は，事業の運営状況について受託者に報告を求めることができるとともに，必要に応じ

て現地調査を行うことができる。また，受託者はこれを拒むことができない。 

 

24．苦情等の対応 

受託者は，事業の運営方法等について保護者から苦情等を受けた場合は，適切な対応を行

い，誠意ある解決を図るとともに，その内容及び結果等を市に報告すること。 

 

25．連絡調整会議 

受託者は，事業の円滑な運用を期するため，月１回程度，統括支援員，運営管理責任者及

び主任支援員による連絡調整会議を開催するものとする。また，本会議には必要に応じて市

の担当者も参加するものとする。 

 

26. 入退室管理システム 

   現在運用している入退室管理システムを引き続き運用することを原則とするが，他のシス

テムの利用を希望する場合は，市と協議することとする。ただし，導入費用については受託

者負担とする。 

① システム：ラインズ社 安心でんしょばと 安心おまかせパック （通信機器：ICカー

ドリーダー・タブレット・通信モジュール） 

② 目的：館山市学童クラブの運営において、当システムの入退室時間の電子的管理機能や

連絡機能を活用することで児童の安全確保及び保護者の利便性の向上、管理業務の効率

化を図る。 

③ 実施している内容 

・対象学童クラブ及び設置数 

船形学童クラブ １     

那古学童クラブ ２ 

北条学童クラブ ３ 

館山学童クラブ １ 

豊房学童クラブ １ 
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館野学童クラブ １ 

九重学童クラブ １ 

 

・利用児童の入退室時間を電子的に管理（ＩＣカード利用）すること。 

・システムの通信モジュールにより保護者に児童の入退室時間の通知を行うこと。 

・学童と保護者の双方向の連絡機能を活用し、毎日の利用予定人数の把握を行うこと。 

・緊急時には電話連絡のほか、当システムによる連絡も可能であることを通知すること。 

④ 運用・保守条件 

・システムの運用については前受託者より引継ぎを行い、継続した運用が行えるように

すること。 

・サービスで使用するすべての通信回線は、SSLで保護されていること。 

・当システムのサービス利用料・通信モジュール通信費・ハードウェア保守費の年間利 

用料は本業務委託の契約金額に含むものとする。 

・システムの所有権は市に帰属する。  

⑤ 損害のために生じた経費の負担  

・業務の処理に関し損害のために生じた経費については，1,800,000 円を上限として，

受託者が負担するものとする。ただし，その損害が市の責に帰する事由による場合にお

いては,この限りではない。 

27．委託契約の解除 

市は，受託者が行う運営業務の適正を期すため，次に掲げる事由に該当する場合には，委

託契約を解除し，又は期間を定めて運営業務の全部又は一部の停止を命じることができる。 

(1) 受託者が，市が行う報告の要求，実地調査又は必要な指示に従わないとき。 

(2) 受託者による運営を継続することが適当でないと市が認めたとき。 

 

28．業務の引継ぎ 

委託期間が満了し，又は委託契約を取り消されたときは，速やかに事業の運営に関する事

務を整理し，市と市が指定する者に対して業務の引継ぎを行うこと。入退室管理システムに

ついては本業務の終了後,本市の指示に従い業務引継ぎに必要なデータをシステムから無償

で出力すること。なお，提供するデータ形式は，総務省が定める中間標準レイアウトの最新

版に対応したものとすること。 

 

29．注意事項 

(1) ボランティアの活用及び各種研修生の受け入れについては，市の指示に従うこと。 

(2) 独自の事業により必要となる備品等の購入は受託者で負担すること。 

(3) 保護者から，児童の事故や怪我に対して支援員等個人に賠償責任を問われた時は，受託者

で対応すること。 

 

30．その他 
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(1) 受託者は，労働基準法，労働関係調整法，最低賃金法，その他関係法令を遵守すること 

(2) 運営にあたっては、学区・施設の統廃合など地域情勢の変化に柔軟に対応し、必要に応じ

変更契約の対象とすること。 

(3) 情勢等の変化により生ずるリスク分担は，別表４のとおりとする。 

(4) この仕様書に定めのない事項並びに疑義が生じた場合は，双方が協議し決定する 

 

（別表１）業務分担区分 

項 目 業務内容 受託者 市 

事業全般 事業運営の総括 ○  

指導日誌（出欠席簿・利用状況）の記録 ○  

入退室管理システム（安心でんしょばと）の運用・管理 ○  

関係部門との連絡調整 ○  

上記の確認  ○ 

指導計画等の作成 年間及び月間指導計画の作成 ○  

利用者スケジュールの管理 ○  

上記の確認  ○ 

利用申請等の手続き 新規募集の案内  ○ 

利用申請書の受理 ○ ○ 

利用申請書の審査  ○ 

利用決定の通知  ○ 

利用者説明会の実施 ○  

利用者との面談 ○  

利用内容変更届の受理 ○ ○ 

利用中止届の受理 ○ ○ 

上記の確認  ○ 

保育料の徴収等 保育料の請求  ○ 

保育料の収納管理  ○ 

保育料の督促（未納通知）及び滞納整理  ○ 

保育料の減免措置  ○ 

保育消耗品，おやつ

の購入等 

保育消耗品の発注 ○  

保育消耗品の荷受けと検収 ○  

保育消耗品代金の支払い ○  

おやつの予定表の作成と発注 ○  

おやつの荷受けと検収 ○  
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おやつ代金の支払い ○  

上記の確認  ○ 

支援員等の採用・ 

労務管理 

支援員等の募集及び採用と配置 ○  

支援員等の出退勤管理 ○  

給与等の支払 ○  

支援員等の資質向上のための研修実施 ○  

支援員等の健康管理 ○  

上記の確認  ○ 

安全管理・施設管理 施設内の清掃・消毒 ○  

事業実施施設内外の点検 ○  

施設・設備の点検 ○  

施設・設備の簡易な修繕 ○  

長期休業中の教室移動の対応 ○  

上記の確認  ○ 

その他 県主催の研修等への参加 ○  

保育に関する各種行事への参加 ○  

連携会議（定例会）の開催 ○  

保護者宛て各種文書の配付 ○  

利用者アンケートの実施及び集計分析 ○  

事故発生時の対応 ○  

苦情処理等の対応 ○  

上記の確認，協力，指示  ○ 
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（別表２）費用分担区分 

項 目 費用区分 受託者 市 

報償費 各種サークル派遣事業 ○  

消耗品費等 保育消耗品（画用紙，色紙，その他保育指導に必要な消耗品） ○  

ストーブ灯油代 ○  

光熱水費（電気，水道）  ○ 

食糧費（おやつ等） ○  

資料印刷，写真現像代 ○  

通信運搬費等 郵便料（説明会案内等）  ○ 

電話料（携帯電話・固定電話） ○  

入退室管理システム（安心でんしょばと）に係る年間利用料 ○  

保険料 児童に対する傷害・賠償責任保険料 ○  

設備の構造上の瑕疵による損害  ○ 

その他 支援員に係る経費（職員駐車場，研修参加費等） ○  

施設，設備等の修繕で受託者に過失があるもの ○  

上記以外の施設，設備等の修繕，営繕  ○ 

備品等の買換え，整備（２万円以上）  ○ 

備品等の買替え，整備（２万円未満） ○  

施設警備に関する費用  ○ 

 

 

（別表３）利用教室等一覧 

名 称 施設の状況 面積 

船形学童クラブ 校舎内余裕教室 64.00㎡ 

那古学童クラブ 校内専用施設、校舎内余裕教室 128.36㎡ 

北条学童クラブ 

第１ 校舎内余裕教室 112.00㎡ 

第２ 校舎内余裕教室 160.00㎡ 

第３ 校舎内余裕教室 

 

156.00㎡ 

館山学童クラブ 校舎内余裕教室 127.92㎡ 

豊房学童クラブ 校内専用施設 59.69㎡ 

館野学童クラブ 校舎内余裕教室 81.75㎡ 

九重学童クラブ 公民館 35.85㎡ 
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（別表４）リスク分担 

項 目 費用区分 受託者 市 

税制改正 消費税など管理業務に直接影響を与える税制の変更による

もの 
 ○ 

法令の変更 管理業務に直接影響を与える法令等の変更によるもの  ○ 

 

 


